
介護医療院（２病棟）重要事項説明書 

 
事業所名 林 病 院介護医療院 

事業の種類 介護医療院 事業所番号 17B0100054 

事業所の所在地 金沢市本町１丁目２番２７号 

事業所連絡先 ０７６－２６１－８１８１ 

運営方針 

当施設は長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設介護サービス計画に

基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機

能訓練、必要な医療を行ない、また施設利用者の意志、人格を尊重し能力に応じた

自立ある日常生活を営むことができるサービスの提供に努める。 

サービス内容 
施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における入浴、

排泄、食事等の介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行ないます。 

利用定員 ４４人     

従業者の職種、員数 
管理者 １名 医師 3 名（常勤 2 人、非常勤 1 人）薬剤師１名 

管理栄養士１名 看護職員 8 名 介護職員 12 名 介護支援専門員１名   

従業者の勤務体制 

日勤  医師３名、看護職員３名、介護職員４名、薬剤師１名 

夜勤  医師１名、看護職員１名、介護職員２名 

 

事故発生時の対応状況 

①利用者様に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速や

かに市町村、利用者様の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。 

②利用者様に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行ないます。 

苦情相談窓口 

窓口     ２病棟ナースセンター 

担当者   今市 晶智 

連絡先   261-8181 夜間 070-5638-8508（17:30 以降～翌 9:30 まで） 

 

秘密保持 

サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する情報を 

正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 

利用料 

（負担割合に応じてサー

ビス費用の１割もしくは

2 割、3 割） 

Ⅰ型介護医療院（ii）サービス費（看護６：１＋介護４：１） 

夜間勤務等看護加算Ⅲ、多床室で算定しています。 

１日あたり （１単位：10.14 円） 

   要介護１    821 単位     要介護４  1264 単位  

   要介護２    930 単位   要介護５  1355 単位 

   要介護３   1165 単位 

 その他 

 療養環境減算 ―50 単位  介護職員等処遇改善加算Ⅲ 総算定単位数×1.036 

  短期集中リハビリテーション 240 単位(入所より 3 ヶ月間) 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 22 単位 口腔衛生管理加算 90 単位 

  療養食加算  1 食 6 単位、初期加算 30 単位 

 経口維持加算(Ⅰ) 400 単位 経口維持加算(Ⅱ) 100 単位 

上記金額単価を 10.14 円で請求させていただきます。 

   特定診療費（褥瘡対策指導管理、感染対策指導管理、理学療法等、作業療法等）

加算等を徴収するなどして利用料が異なる場合がありますので、詳しくはご相談く

ださい。 

 

その他の費用 

（１）食費        1 日 1,445 円  （基準費用額） 

（２）居住費     1 日  437 円 

（３）理美容代 （１回）2,000 円 

（４）その他日常生活費 実費  

・入院セット 1 日 450 円(病衣、肌着、ティッシュ、口腔ケア用品、コップ、

エコバッグ、使い捨てエプロン、防水シーツ、吸い飲み、タオル類)  

・健康管理費（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種に係る費用等）実費 



・持ち込み私物洗濯代（洗濯ネット 1 回７５０円） 

個人情報保護法 

当院では、「利用者様第一」のきめ細かい医療の実現と、よりよいサービスの提供を

目標として、診療及び介護業務を行っております。サービスを提供する上で知り得

た利用者様の個人情報は、当院の基本方針に基づき、個人情報保護法に関する法律

を遵守し、厳重な管理の下に利用者様の情報を取扱っております。 

 

サービス利用にあたって

の留意事項 

利用者様は次のことに注意してください。 

（１）利用者様は、従業者等の指示及び指導を忠実に励行し病室内の秩序維持に努

めなければいけない。 

（２）利用者様が外出、外泊を希望する場合には、所定の手続きにより主治医に届

け出て必ず許可を得る。 

（３）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由

を侵してはならない。 

（４）けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼしてはならない。 

（５）施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害してはならない。 

（６）火気を用いてはならない。 

（７）故意に施設もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出してはならない。 

これらのことに協力をお願いします。 

 

 

令和７年６月 


